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Ⅱ 内水面における水産動植物の採捕の許可申請に関する事項 

内水面における水産動植物の採捕の許可の取扱いについては、福島県漁業調整規則（以下「規

則」という。）の規定及び「内水面における水産動植物の採捕の許可等に関する取扱方針（令

和2年12月1日施行）」（以下「取扱方針」という。）の定めるところによる。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

内水面における水産動植物の採捕の許可等に関する取扱方針 

 

（趣旨） 

第１ 内水面における水産動植物の採捕の許可の取扱いについては、福島県漁業調整規則（以

下「規則」という。）の規定によるほか、この方針の定めるところによる。 

 

（申請書等の提出先） 

第２ 採捕の許可に関する申請書その他の書類の提出先については、申請しようとする者の住

所地の区分に応じ、以下のとおりとする。 

申請しようとする者の住所地 提 出 先 

(1)いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡及び相馬郡 福島県水産事務所 

(2)(1)以外の県内及び県外 福島県農林水産部水産課 

 

（許可の対象区域） 

第３ 採捕の許可の対象区域は、漁業権の設定されていない内水面（鮫川を除く。）の区域とす

る。 

 

（許可の対象漁具） 

第４ 採捕の許可の対象漁具は、当分の間規則第 33条第 1項各号に掲げるもののうち次の漁具

に限るものとする。 

（1） 投網 

（2） 四ツ手網 

（3） 長袋網 

 

（許可の有効期間） 

第５ 採捕の許可の有効期間は、同一河川については、同一の期日に満了するように定めるも

のとする。 

 

（採捕の期間） 

第６ 採捕の期間は、当分の間、毎年８月１日から翌年５月１５日までとする。 

２ 漁業調整、水産資源の保護培養及び漁業取締上必要があると認めるときは、前項の規定に

かかわらず採捕の期間を更に短縮することがある。 
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（採捕の区域及び統数の制限） 

第７ 採捕の区域は、１人１河川（１水系）以内とし、許可の統数は１人につき１漁具１ヶ統

とする。 

 

（許可の優先順位） 

第８ 漁業調整のため、許可の統数を制限する必要がある場合の許可の優先順位は、次の順序

による。 

（1）県内に住所を有する者 

（2）県内に住所を有しない者 

２ 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 

（1）採捕しようとする河川の属する市町村に住所を有する者 

（2）前項に掲げる者以外の者 

３ 前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。 

（1）採捕しようとする河川において、種苗放流等の増殖事業を行い水産資源の保護培養に努め

ている団体の構成員である者 

（2）前項に掲げる者以外の者 

 

（許可の申請） 

第９ 採捕の許可を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに規則第 33条第３項に掲げる事項

を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、採捕を開始しようとする期日の１か月前ま

でに知事に提出するものとする。 

  ただし、第７の１の規定により漁具ごとに許可統数を定めたときの申請書の提出期日は別

に定める。 

（1）採捕計画書 

（2）採捕区域を明示した図面 

（3）その他知事が必要と認める書類 

 

（許可の条件） 

第 10 採捕の許可にあたっては、次の条件を付するものとする。 

（1）使用漁具は１ヶ統をこえてはならない。 

（2）竿釣及び手釣の妨害をしてはならない。 

（3）操業時間は、日出時から日没時までとする。 

（4）採捕終了後、１か月以内に採捕実績報告書を提出しなければならない。 

 

（許可の取消等） 

第 11 次に掲げる要件に該当する場合は、許可の取消し又は次回以降の許可をしないことがあ

る。 

（1）許可証に記載された事項に違反した場合 

（2）漁業又は労働に関する法令に違反した場合 
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（3）漁業調整その他公益上必要があると認める場合 

 

附 則 

１ この方針は、令和２年 12月１日から施行する。 

２ 水産動植物の採捕の許可等に関する取扱方針（昭和56年７月１日）は廃止する。

------------------------------------------------------------------------------------ 

１ 水産動植物の採捕の許可（規則第33条第1、3項） 

内水面において規則第33条第1項に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しよう

とする者は、漁具又は漁法ごとに、許可申請書（参考様式1）を知事に提出しなければならな

い。 

２ 許可証書換え交付（規則第33条第13項で準用する規則第27条） 

許可証（参考様式4）の記載事項（採捕の許可の内容たる事項を除く。）に変更を生じたと

きは、速やかに許可証書換え交付申請書（参考様式2）を提出して、知事に許可証の書換え交

付を申請しなければならない。 

３ 許可証再交付（規則第33条第13項で準用する規則第28条） 

許可証を亡失し、又は毀
き

損したときは、速やかに許可証再交付申請書（参考様式3）を提出

して、知事に許可証の再交付を申請しなければならない。 

４ 許可証の返納（規則第33条第13項で準用する規則第30条） 

当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に

返納しなければならない。許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可

証についても、同様とする。 

この場合において、許可証を返納できないときは、理由を付してその旨を知事に届け出な

ければならない。 

５ 採捕実績報告（取扱方針第10(4)） 

採捕終了後、1か月以内に採捕実績報告書（参考様式5）を提出しなければならない。 

６ 申請書類の提出先 

(1) いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡又は相馬郡に住所を有する者 

福島県水産事務所（いわき市） 

(2) (1)以外の県内に住所を有する者又は県内に住所を有しない者 

福島県農林水産部水産課（福島市） 
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７ 申請書類一覧表 

 

 採捕許可 書換え交付 再交付 

申請書 

(参考様式 1～3) 
○ ○ ○ 

採捕計画書 ○   

採捕区域を明示

した図面 

（10ページ） 

○   

その他知事が必

要と認める書類 
① ①  

① 必要に応じ、別途、県（水産課又は水産事務所）が指定する。 
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８ 申請書類の参考様式 

【参考様式 1】 

○○による採捕許可申請書 

  年  月  日 

福島県知事  

住所                   

氏名                   

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号（    ）  －      

下記により水産動植物の採捕の許可を受けたいので、申請します。 

記 

１ 採捕の種類 

○○による採捕 

 

２ 採捕する区域 

 

３ 採捕する期間      年  月  日から 

              年  月  日まで 

４ 採捕する水産動植物の種類 

 

５ 漁具の数及び規模 

 

６ 使用する船舶 

(1) 名称（船名） 

(2) 漁船登録番号 

(3) 総トン数 

(4) 推進機関の種類及び馬力数 

 

７ 採捕に従事する者の氏名及び住所 

 

８ その他参考となるべき事項 

 

(注) ○○には使用する漁具を記入する。 
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【参考様式 2】 

○○による採捕許可証書換え交付申請書 

  年  月  日 

福島県知事  

住所                   

氏名                   

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号（    ）  －      

下記により○○による採捕許可証の書換え交付を受けたいので、申請します。 

記 

１ 採捕の種類 

○○による採捕 

２ 許可を受けた年月日及び許可番号 

 

３ 書換えの内容 

項  目 現在の許可証の記載事項 書換えを受けようとする内容 

   

 

４ 書換えを必要とする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ○○には使用する漁具を記入する。 
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【参考様式 3】 

○○による採捕許可証再交付申請書 

  年  月  日 

福島県知事  

住所                   

氏名                   

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号（    ）  －      

先に交付を受けた許可証を亡失（毀
き

損）したので、再交付を申請します。 

記 

１ 採捕の種類 

○○による採捕 

２ 許可を受けた年月日及び許可番号 

 

３ 亡失（毀
き

損）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ○○には使用する漁具を記入する。 
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【参考様式 4】 

（表面） 
許可番号 内第   号 

 
○○による採捕許可証 

 
住所               

法人にあっては、名 
 称及び代表者の氏名 
 

   年 月 日 
 
 
 

福島県知事         印  
 

 
（裏面） 

１ 採捕の種類 

２ 採捕する区域 

３ 採捕する期間 

４ 採捕に従事する者の氏名及び住所 

５ 使用する船舶の名称及び漁船登録番号 

６ 許可の有効期間 

     年  月  日から  年  月  日まで 

７ 条件 
 
 
 

 

氏名 
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【参考様式 5】 

○○による採捕実績報告書 

  年  月  日 

福島県知事  

住所                   

氏名                   

（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

  年  月  日付け内第   号で許可を受けた○○による採捕の実績を下記の

とおり報告します。 

記 

月 
採捕 

日数 

（魚種名） （魚種名） （魚種名） その他 合計 
主な

採捕

場所 尾数 
重量 

(kg） 
尾数 

重量 

(kg） 
尾数 

重量 

(kg） 
尾数 

重量 

(kg) 
尾数 

重量 

(kg) 

             

 

(注) ○○には使用した漁具を記入する。 

採捕重量は、尾数×1尾当たり平均重量で推定してもよい。 

主な採捕場所は、河川名ではなく、地名等を冠した俗称でもよい。 
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９ 採捕の区域を明示した図面の記載例 

 
   イ 内水面用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               小泉川 

 

      宇多川         採捕区域 

 

  相馬東大橋橋脚下流端 

宇多川河口最大高潮時海岸線 

 

採捕区域：宇多川本流のうち相馬東大橋橋脚下流端から 

宇多川河口最大高潮時海岸線の区間  

500m 

6 

相
馬
バ
イ
パ
ス 

松川浦 

 


